
埼玉県 定期巡回・随時対応サービス 開設・運営支援アドバイザー制度

（１）定期巡回・随時対応サービス事業所向け研修会
 保険者が主催する管内の定期巡回・随時対応サービス

事業者向け研修会について、アドバイザーを講師として
派遣します。 ※上記１（１）及び（３）に関する内容を想定

（２）定期巡回・随時対応サービスへの参入を検討する
法人向け説明会

 保険者が主催する定期巡回・随時対応サービスへの参
入を働きかけるための法人向け説明会に、アドバイザー
を講師として派遣します。 ※上記２に関する内容を想定

（１）管理者、計画作成責任者向け個別相談
 周知・営業のノウハウを知りたい
 介護職員採用のノウハウを知りたい
 アセスメントやプラン作成をブラッシュアップしたい
 地域の訪問介護事業所と連携したい
 連携先の訪問看護事業所を増やしたい
 事務作業の負担を軽減したい など

（２）経営者向け個別相談
 定期巡回・随時対応サービスも含めた、法人全体の経

営面についてアドバイスを受けたい

（３）社内研修講師派遣
 自立支援に沿ったサービス提供や、利用者の満足度向

上に向けた取組について、職員と一緒に考えたい など

 定期巡回・随時対応サービスの基本を詳しく知りたい
 併設事業所との兼務が可能かなど人員体制について知

りたい
 開設に必要な準備を知りたい
 安定的な経営（黒字化）までのプロセスを知りたいなど

２．定期巡回・随時対応サービスへの参入を検討
している法人向け

１．定期巡回・随時対応サービス
事業者向け

３．保険者向け

お申込み方法 事業所が所在の各市町村へメール、又は電話で依頼してください。

アドバイザーメニュー


